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はじめに

今 日の支 配 的 見 解 に よれ ば、 ドイ ツ に お け る正 規 の簿 記 の諸 原 則 (Grundsatze

ordnungsma3iger Buchm缶ung)は、商人の目的適合的な簿記と貸借対照表作成を確保すべき法

規範 (Rechtsnorm)で ある。

現行の商法典では、一般規範 (Generalnorm)・ 一般条項 (Generalklausel)と して指示される(不

文の)正規の簿記の諸原則に加えて、これまで一般的妥当性の認められてきた計上、評価、表示

に関わる個別の正規の簿記の諸原則が法典化されたことによって、正規の簿記の諸原則は規範シ

ステムを構成しているという。

こうした正規の簿記の諸原則の性格づけは、その概念を構成する用語からも窺うことが出来る。

この概念を文法的に解釈する場合、「原則 (Grllndsatze)」 とぃう構成要素からは、基本的且つ一般

的に妥当する法条が問題となっていることがわかる。一般的用語法に基づけば、原則とは一般的

性格を伴う規範的言明を導出するような、長期にわたって基本 となる判断の結果が理解されると

いう。これに対して、「正規の(ordnungsma3ige)」 という概念構成要素は、簿記と年度決算書が

秩序(Ordnung)を 有するものでなければならないことを意味する。その結果、かかる秩序を保証し

なければならない正規の簿記の諸原則はそれ自体が秩序を満足させるもの、すなわち、システム

を形成しなければならない。その封鎖されない法律上の規範化に基づき、正規の簿記の諸原則は

開かれた規範システム(ein offenes Normensystem)を 形成するものといわれている。ヽ

しかも、商法典では、過去において株式法、開示法等の特別法において規定されるに過ぎなかっ

た貸借対照表計上と評価の諸原則並びに個別規範は、一部は変更されず、一部は修正されて商法
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典に法典化された。この場合、正規の簿記の諸原則の獲得方法として現在、支配的とも言われる

法解釈学的方法 (hermeneutische Methode,Hermeneutik)に よれば、正規の簿記の諸原則を導出

する簿記と年度決算書の目的は、かかる商法上、法典化された諸原則 と個別規範において具体化

されていると考えられている。すなわち、正規の簿記の諸原則と同一の目的に資する法規定の解

釈は正規の簿記の諸原則の関連づけのもとで行えるために、正規の簿記の諸原則の獲得と商法上

の貸借対照表計上・評価諸原則 と個別規範の解釈とは、相互に依存しあう事象として理解しなけ

ればならず、その結果として、商法典における主要な貸借対照表作成の諸原則 と個別規範の法典

化は不確定法概念たる正規の簿記の諸原則の具体化を容易にさせるものと捉えられるのである●L

ところで、こうした認識から、主要な正規の簿記の諸原則の法典化は、その限りで正規の簿記

の諸原則の獲得と確定の必要性をなくしたとする見解が、文献において擁護される。しかし、1985

年商法典の成立後も、すべての会計規準が法律上、規定されるものではなく、法発見により充填

されるべき法の空隙は依然として存在しており、そこに不文 (法典化されていない)の正規の簿

記の諸原則の存在意義もある。また、法典化された貸借対照表の計上と評価に関わる商法上の法

規範にしても、それらのいずれが正規の簿記の諸原則なのかについては意見も分かれている。さ

らに、法典化された正規の簿記の諸原則にしてもその不確定法概念としての性格によって絶えず

解釈が要請される。つまり、正規の簿記の諸原則の法規範システムの構成と概念内容は、依然と

して不確定な状況にあって、そこに正規の簿記の諸原則をめぐる論議は絶えず繰 り返される理由

がある。

そこで本稿では、現行の商法典における正規の簿記の諸原則の規範システムがどのような構成

と適用可能性を有しているのかに関して、主として法解釈学的方法に基づく最近の議論を検討す

る。正規の簿記の諸原則の法性格 と獲得方法に関する論点整理は既に前稿0で試みたが、以下では

前稿の考察とあわせて、現在の正規の簿記の諸原則論の問題 とするところを検討してみたい。

I 正規の簿記の諸原則のシステム構成

前稿に述べたように、正規の簿記の諸原則の獲得の方法として演繹法(deduktive Methode)に

かわって、近年、法解釈学的方法が有力視される。この法解釈学的方法は、正規の簿記の諸原則

が一般的に容認された法律学の解釈基準ないし方法により獲得されるという、目的論的法発見の

方法たる演繹法を含んだ獲得方法である。それは、正規の簿記の諸原則のシステム性 と目的論的

解釈の優位性に基づき、目的論的一システム的正規の簿記の諸原則の獲得及び解釈 (teleologisch
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―systematischer GoB一Ermittlung urld Auslegung)と も呼ばれる方法である
“
ゝ

この法解釈学的方法によって正規の簿記の諸原則を獲得する場合、個別規範と会計目的との関

係だけでなく、個別規範と上位の貸借対照表計上・評価の諸原則 との関係、さらに貸借対照表計

上・評価の諸原則 と解釈の基礎となる会計目的との関係の中に、法解釈の循環が行われる。すな

わち、ここでは「会計目的と正規の簿記の諸原則 とが相互に規定しあう関係0」 にある。それによっ

て、具体的に会計規準 (正規の簿記の諸原則)を導出する法律上の会計目的が不確定であるとい

う演繹法に投げかけられる問題点を解消するものといわれている0。

モクスター(AoMoxter)は この方法の特徴をつぎのように述べている。「古い、望ましい商人見

解を示し、貸借対照表指令法に法典化された原則構造が存在する。この原則構造は、かかる内容

を持つ貸借対照表がどのような目的を達成しうるのか (そ して達成しないのか)を示している。

正規の簿記の諸原則に特徴づけられた貸借対照表の目的の中でそうして獲得された認識は成文化

された正規の簿記の諸原則の詳細な解釈に反映され、同時に、未だ不文の正規の簿記の諸原則の

獲得のための源泉としても役立っている。
“

)」

また、グルーバー(T.Gruber)も つぎのようにいう。「会計法解釈の目標は、法解釈学的循環を考

慮して、年度決算書の一定の意味と目的に集約され、別のシステムによってはその意味と目的が

従属されえないような、貸借対照表計上及び評価の規定のシステム (正規の簿記の諸原則システ

ムー佐藤)が存在するように、それらの計上と評価の規定を解釈することにある。③」

上にみられるように、法解釈学的方法は、正規の簿記の諸原則システムを前提 とし、その内的

関連と会計目的との相互の関連性を問う正規の簿記の諸原則の獲得方法である。

それでは、ここで前提 とされる正規の簿記の諸原則の規範システムとはいかなる構成 と内容を

持つものなのか。

まず、バルヴィーザー(W.Ballwieser)に よって、1985年の商法改正における正規の簿記の諸原

則の指示方法を類型化して示せば次のようになる19D。

1.正規の簿記の諸原則へのいくつかの指示は、一定の法形態に関する法から商法典へ受け継

がれた。

2.明示的でない正規の簿記の諸原則への多 くの指示は新法では消え去った。

3.正規の簿記の諸原則への新規の指示が生じた。

4.旧法にみられる指示は同一の法の別の箇所に見られる。

これらのうち、4の同一法上の変更はさほど重要でない。そこで、1～3の形態の正規の簿記の

諸原則の指示を旧法との関連で表示するば表 1の ようになる。
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出所 Wolfgang Ballwieser,Grundsatze ordnungsmaSiger Buchfthng und neues Bilanzrecht,in:
Beitrage zum BilanzHchtlinien―Gesetz(ZfB― Erganzungsheft1/87),1987,S.6-7を 一部変更して作
成。

表 1 正規の簿記の諸原則の指示と内容

1.不文の正規の簿記の諸原則の指示

法1日 1985年商法典 規 定 の 内容

商法典第 38条 1項

商法典第 39条 2a項 1文,2文
商法典第 39条 3項

商法典第 39条 4項

商法典第 40条

商法典第 43条 4項 1文

商法典第 44条 3項 1文

株式法第 149条 1項 1文

株式法第 154条 1項 2文

株式法第 155条 1項 3文

株式法第 160条 4項 1文

株式法第 334条 4項 1文

株式法第336条 3項 1文

協同組合法第 33b条 1項

協同組合法第 33c条 1号

開示法第 5条 2項

所得税法第 5条 1項

所得税法第 4条 2項 2文

所得税法第 6条 1項 2号 4文

商法典第238条 1項 1文

商法典第 241条 1項 1文 ,

商法典第241条 2項

商法典第 241条 3項

商法典第239条 4項 1文

商法典第 257条 3項 1文

商法典第243条 1項

商法典第 256条 1項 1文

商法典第 317条 2項 1文

商法典第243条 1項

所得税法第 5条 1項

所得税法第 4条 2項 2文

所得税法第 6条 2号 4文

商法典第 264条 2項 1文

商法典第297条 2項 2文

2文
商取引と財産状態の記録

無作為抽出棚卸計算

実地棚卸の免除

特別な財産目録における前進計算

修正法、逆進計算修正法

評価簡便法

記録方法

データの保存方法

年度決算書の作成

減額記入計画

消費順仮定法による評価

営業報告書の作成

コンツェルン営業報告書の作成

年度決算書のコンツェルン決算へ

の統合

年度決算書の作成

固定資産たる有価証券の減額記入

財産 と負債の評価

商法上の正規の簿記の諸原則の基

準性

貸借対照表の変更

より高い部分価値

資本会社の財産・財務・収益状態の

写像

コンツェルンの財産・財務・収益状

態の写像

2.法典化された正規の簿記の諸原則の指示

法1日 1985年商法典 規定 の内容

商法典第 38条 1項

商法典第 40条 2項

株式法第 149条 1項 2文

商法典第240条 1項及び商法典第
252条 1項 3号

商法典第246条 1項

商法典第 243条 2項

商法典第 252条 1項 1号

商法典第 252条 1項 2号

商法典第252条 1項 4号

商法典第 252条 1項 5号

商法典第 252条 1項 6号

個別評価原則

完全性原則

明瞭性原則

企業継続性原則

慎重性原則、実現原則、不均等原

則、価値回復原則

期間化原則

評価方法継続性原則
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表 1にみられるように、1985年商法典では、過去、株式法、開示法、協同組合法において分散

して指示されていた正規の簿記の諸原則が一括して収容された。また、これらの正規の簿記の諸

原則の殆どが商法典第二篇第 1章のすべての商人に対する規定の中に企業の法形態、業種、規模

と無関係に規定されることによつて、「商人の基本法(Gmndgesetz des Kaufmarlns)」 としての

商法典の機能が強化されたという。0。

こうして 1985年商法典では、法的安定性の観点から正規の簿記の諸原則の指示方法が変更さ

れ、新たに複数の諸原則が法典化されたことによって、正規の簿記の諸原則の規範システムが構

成される。しかし、他方において、いずれの個別規範をもって法典化された正規の簿記の諸原則

とみなすのかに関しては、文献において統一した見解はない。さらに、かかる法典化された正規

の簿記の諸原則をめぐって、今日、多様な正規の簿記の諸原則体系論が展開されてもいる(11ヽ

それは、バウフ/プイッツァー(G.Bauch/NoPfitzer)に おいて、その遵守義務が「一方での会

計報告の順応性 と他方における法的安定性すなわち、没恣意性という背反した要求から生じてい

る(1幼」とされる、正規の簿記の諸原則の属性に関わつている。不確定法概念への解釈の変化によっ

て会計への順応性を高めると同時に、概念の不確定さが逆に多様な解釈を導き法的不安定性を促

す、これが正規の簿記の諸原則の有する背反的属性である。

この点、バルヴィーザーは、1985年の商法改正に際して、正規の簿記の諸原則の指示を別の 3

つ00に 区分し、その上で、特に法典化された正規の簿記の諸原則の地位の不確定性について述べ

ている。

1.内容の明確的でない正規の簿記の諸原則の指示

例えば、「年度決算書は正規の簿記の諸原則にしたがい作成されなければならない」とする

商法典第 243条 1項

2.内容の明確な正規の簿記の諸原則の指示

例えば、「慎重に評価しなければならない」とする商法典第 252条 1項 4号

3.正確に法典化された規範

例えば、「財産対象物は、最高で取得原価もしくは製作原価で計上されなければならない」

とする商法典第 253条 1項 1文

ここで、バルヴィーザーのいう第 1の区分が、表 1のいわゆる不文の (法典化されていない)

正規の簿記の諸原則の一般的指示である。しかし、第 2と 第 3の区分は必ずしも明確でない。「多

くの個別規範はその規制内容の指示変更によって、文献で明確に上位にみなされていた正規の簿

記の諸原則の位置に格上げすることができる。それは、指示変更の可能性を強力に押し進める場
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合、正規の簿記の諸原則と個別規範との区別を困難なものにする。個別規範の正規の簿記の諸原

則への格上げは、確かに、法律上現存する会計報告規定が、異なる法形態に対するその粗雑性の

観点から、極めて異なっていた時代には、特に重琴であった。このことは貸借対照表指令法が施

行される前の株式法と商法典を考慮した場合、とりわけ考慮されねばならない。株式法にのみ存

在する法規定 (例 えば、引当金に関する)の別の法形態への適用は正規の簿記の諸原則について

の解釈の迂回を経なければならなかった。従来の株式法上の多くの諸規定を新商法典に収容する

ことによって、個別規範を正規の簿記の諸原則としてほぼ任意にレッテルを貼る危険が逆に生ず

ることになる。(14)」

こうして、法典化された正規の簿記の諸原則に関して個別規範との判別の不明瞭さが指摘され

る。それは、解釈を要するという不確定法概念の性格に由来する。アドラー/デュリング/シュ

マルツ(HoAdler/W.During/KISttmalz)も 、法典化された正規の簿記の諸原則は不確定法概念

として解釈要請を減ずるものでなく、必要に応じて、別の地位に置き換えられもするという(10。

前稿に述べたように、法解釈学的方法によれば、法典化された正規の簿記の諸原則は文言解釈、

体系的解釈、目的論的解釈、歴史的解釈を相互に採用した解釈を通じて、法適用される。そこで

は、むしろ多様な解釈によって正規の簿記の諸原則の弾力的運用・置き換えが可能である。かか

る多様な解釈と弾力的運用・置き換えを通じて、まさに、いうところの「開かれた可動的システ

ム(10」 として会計実務に対する順応性と「経済生活の多様性と変イビ1つ」に対応する機能を果たす、

これが今日、再構成された正規の簿記の諸原則システム有するの実質的内容とみてよい。

Ⅱ 正規の簿記の諸原則の法形態非依存的適用性

今日の支配的見解によれば、正規の簿記の諸原則は、すべての商人に対して法形態非依存的に

適用される(18、 したがって、この見解にたてば、資本会社にのみ適用される補完規定は正規の簿

記の諸原則ではない。しかし、かつての1965年株式法の個別規定の場合と同様に、それら諸規定

の個々については、それが正規の簿記の諸原則の発展の過程いかんで、将来、法形態非依存的に

適用される可能性が存在している。もとより、この可能性はコンツ三ルンに関わる規定、さらに

は協同組合、信用機関・保険会社の業種に関する補完規定にも及んでいる。

この場合、バルヴィーザーは次のような問題が提起されるという(10。

(1)商人法に現存する正規の簿記の諸原則は、法形態非依存的、コンツェルン非依存的、そして、

業種非依存的に適用されるのか。もしくは正規の簿記の諸原則は修正され、補完されるのか。
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(2)正規の簿記の諸原則 とみなされる、法形態、コンツェルン、業種に特有の諸規定は存在する

のか。存在するとするならば、

(a)そ れらは法形態、コンツェルンもしくは業種に対して補完的に作用するのか。あるいは

(b)そ れらはすべての商人にとっての規準となるのか。

本節では、これらの問題のうち、資本会社に関する補完規定を中心に、正規の簿記の諸原則の

法形態非依存性の問題についてまず検討する。年度決算書の作成とその開示は、第二者、とりわ

け債権者と社員の利害の保護に資するものである。けれども、資本会社が社員資本に関してのみ

有限責任がありヽ 人的会社の場合には原則的に無限責任社員が存在するために、商法典の規定は

現実には法形態依存的である。

それとの関連で、文献では、とりわけ商法典第 264条 2項に掲げられた資本会社の年度決算書

に関する一般条項、いわゆる「真実且つ公正なる概観 (true and fair宙 ew)」 原則の一般的適用性

が論議される。さらにまた、このアングロサクソン法に根拠を持つ「真実且つ公正なる概観」原

則との関連で、正規の状況報告書作成に関する原則(Grundsatze ordnungsmaSiger Lagerberich‐

terstattung,以 下 GoL)、 正規のコンツェルン会計報告の諸原則 (Grundsatze ordnungsma3iger

Konzernrechnungslegung,以 下 GoK)がよく取 り上げられる。これらの二つの原則が正規の簿記

の諸原則たりうるものなのか、あるいは、資本会社に特有の法形態依存的への正規の簿記の諸原

則の修正ないし補完が可能なのか。次に、グルーバー、バイゼ、バルヴィーザー等の論政に依拠

して、順次、考察してみよう。

1.正規の簿記の諸原則 と「真実且つ公正なる概観」原則

正規の簿記の諸原則 との関連において、とりわけ論議されているのが、資本会社の一般条項、

いわゆる「真実且つ公正なる概観」原則の適用範囲の問題である。商法典第 264条 2項 1文にお

ける「資本会社の年度決算書は、正規の簿記の諸原則を遵守して財産・財務・収益状態の実質的

諸関係に合致した写像 (真実且つ公正な概観一佐藤)を伝達しなければならない」とする一般条

項が資本会社だけでなく、すべての商人に対する貸借対照表計上と評価の諸原則の解釈に影響を

及ぼしうるのか。この問題は、現行の商法典成立時点から絶えず論争の的になっている。

この点、グルーバーは、商法典第 264条 2項 1文の掲げる一般条項の最低適用領域を、商法典

第二篇第二章における資本会社の補完規定の解釈と適用に疑間が生ずる場合、解釈指針として用

いられるところにみている。しかし、他方で、「真実且つ公正なる概観」については、商法典第二

篇第一章を解釈する際に、この規定が EC第 4号指令に合致し、ドイツ立法者によって資本会社に
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対して国内会計法に転換されねばならなかった点も考慮しなければならないとする。。のそれは、

バイゼ(H.Beisse)がこの規定の二重性について述べているところである。「個別商人 と人的商事

会社に関連して、それは殆ど全 くといっていいほど一般的な『ドイツ法的 (deutschrechtliche)』

正規の簿記の諸原則であり、資本会社との関連ではそれは『共同体法的 gemeinschaftsrechtliche』

置換尺度の部分である。。1」 この場合、グルーバーによると、商法典第二篇第一章の規定解釈にあ

たつて、「真実且つ公正なる概観」を基礎におくことは、 a)同一の会計法規範の法形態による異

なる解釈を通じて資本会社に限定するのか、もしくはb)統一的解釈をもって個人商人と人的会

社についても拡大適用するのかの選ばれるという。の。

しかるに、グルーバーによれば、財産・財務・収益状態の実質的諸関係に合致した写像 (真実

且つ公正なる概観)への要請は、商法典第二篇第二章における資本会社に関する補完規定に限定

すべき主要な根拠があるとみている。連邦議会の法務委員会は、実質的諸関係に合致した写像 (真

実且つ公正なる概観)伝達を要請することによって、資本会社でなく商人に対して、会計法が変

更されるべきであるという印象を与えることを回避した。その結果として、法務委員会は、1983

年政府草案第 238条 に提示されたようなすべての商人の年度決算書において財産・財務・収益状

態の実質的諸関係に合致した写像 (真実且つ公正なる概観)への要請を関連づけることを貸借対

照表指令法案では断念したのだという。の。

こうした立論は、バイゼの場合も同様である。バイゼによれば、若い法を解釈する場合、生成

史が重要な役割を果たすが、この問題に関しては特に示唆に富むものだという。政府草案 (1982

年商法典草案第 237条)は、資本会社にだけでなく、すべての商人の年度決算書に対して、実質

的諸関係に合致した写像、すなわち「真実且つ公正なる概観」の表示原則を適用すべきことを提

案した。しかし、立法者、より正確には連邦議会の法務委員会は、その最終局面で実施した構想

転換によって、「真実且つ公正なる概観」の適用を資本会社に限定し、この原則が非資本会社に適

用されることを封じ込めた。り、とするのである。

さらに、「真実且つ公正なる概観」原則の正規の簿記の諸原則性も、商法典第 264条 2項の語意

の観点から否定される。「正規の簿記の諸原則を遵守して」という挿入旬からは、正規の簿記の諸

原則に合致した貸借対照表作成が原則的に、「真実且つ公正なる概観」の要請を満足させることが

帰結されうるのであって、正規の簿記の諸原則からの離脱は許されないことは明らかだとい

う。つ。そこでは、資本会社の補完規定に掲げられた「真実且つ公正なる概観」原則の正規の簿記

の諸原則 となりうること、正規の簿記の諸原則の法形態依存的修正がありうることも否定される。

かくして、商法典第 264条 2項における、いわゆる「真実且つ公正なる概観」原則の法形態依
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存的適用が支持されている。ベッドケ/コ マンドイア (J.Baetge/DoCommandeur)も 、商法典

第 264条 2項の資本会社に対する一般規範は資本会社にのみ適用されるという。それは、すべて

の商人に正規の簿記の諸原則の遵守を要求する商法典第 243条 1項に代わるものでなく、両立し

て適用されるものだという。この商法典第 264条 2項は一般規範が考慮されても正規の簿記の諸

原則が侵害されてはならないことを示している。ここでは正規の簿記の諸原則の遵守を指示する

ことによって、実質的諸関係に合致した写像は限定されると捉えられる。0。 その意味で、「真実且

つ公正なる概観」原則は正規の簿記の諸原則たりえない、正規の簿記の諸原則によって限定され

る情報規範に過ぎない。「『真実且つ公正なる概観』なるものが従来のドイツの貸借対照表作成実

務を原則的に変えるものでないことに意見は一致している。つ」とみられる所以である。

2.正規の簿記の諸原則 と正規の状況報告書作成の諸原則

商法典第 264条 1項は、「資本会社の法定代理人は、付属説明書を加えて年度決算書を拡張し、

且つ状況報告書 (Lagerbericht)を 作成しなければならない」と規定する。そして、商法典第 289条

では、状況報告書の内容が法典化されている。商法典第 289条 1項によれば、「状況報告書におい

て、少なくとも、資本会社の営業経過と状態が実質的諸関係に合致した写像を伝達するように示

されなければならない。」

ベットゲ等は、この規定に関連して、正規の状況報告書作成の諸原則 (GoL)を 支持している。

ベットゲ/ク ルンブホルツ(J.Baetge/M.Krllmbholz)に よれば、ここでいう正規の状況報告書作

成の諸原則 (GoL)と は、商法典第 289条の会計報告規定を補完し、具体化する状況報告書作成

の為の規準だという。また、正規の状況報告書作成の諸原則は、1965年株式法第 160条 4項の「良

心的且つ誠実な会計報告責任の諸原則 (Gmndsatze gewissenhafter und getreuer Rechen‐

schaft)」 に対応して、主として情報利用者の要請に応えるものだとされている。め。では、かかる

正規の状況報告書作成の諸原則 (GoL)は、正規の簿記の諸原則たりうるのか。正規の簿記の諸

原則が法形態非依存的であるとするならば、個人商人と人的会社は状況報告書を作成しなくとも

よく、そのため正規の状況報告書作成の諸原則 (GoL)は正規の簿記の諸原則には含まれない。

これに対して、法形態依存的正規の簿記の諸原則が存在するとするならば、正規の状況報告書作

成の諸原則 (GoL)が正規の簿記の諸原則のひとつということになる。

ベッドゲ/ク ルンブホルツによると、正規の状況報告書作成の諸原則 (GoL)の法解釈学的獲

得にとっての基礎 となるのは、状況報告書により追求される目的である。商法典第 289条 にもと

づくと、状況報告書は資本会社の営業経過と状態につき実質的諸関係に合致した写像を伝達しな

―-75-―



経済研究2巻 1号

ければならず、この法規定は商法典第 264条 2項 1文の資本会社の年度決算書に対する一般条項

(真実且つ公正なる概観原則)に適合したものだという。この商法典第 264条 2項 1文は明らか

に年度決算書の会計報告目的を包括するものであり、第 289条 1項 と第 264条 2項 1文 との殆ど

同一の中心言明は、状況報告書が報告責任目的さらには情報伝達目的に資することを意味してい

るという(29)。

かかる情報伝達目的に資する状況報告書に関して、ベッドゲ/ク ルンブホルツはベッドゲ/
フィシャー/パスカー ト (J.Baetge/T.Fischer/DoPaskert)を 引いて正規の簿記の諸原則シス

テムと同じく、正確性、完全性、明瞭性、比較可能性、経済性、慎重性等の正規の状況報告書作

成の諸原則 (GoL)システムを提示している (図 1参照)。 この正規の状況報告書作成の諸原則

(GoL)システムは状況報告書の目的を志向し、それによって展開されるべき会計報告を目的適

trffi {_619 Baetge/Marcus Krumbholz, Grundsdtze ordnungsmtiBiger Lagerberichterstattung, in:
Handbuch der Rechnungslegung, Kommentar zur Bilaizierung-und Pitfung, 4. Aufl., B#d h,
hrsg. von Karl KUting/Claus-Peter Weber, 1995, 5.190.

図 1 正規の状況報告書作成の諸原則のシステム

情 報 伝 達

状況報告書の目的

利 害 規 制

状況報告書受け手の情報利害と報告者としての企業の自己利害との調整

年度決算書の補完 年度決算書の凝縮

正規の状況報告書作成の諸原則

企業の種類と規

模に応じた情報

段階づけの原則
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合的なものとみる。その場合、法解釈学的法による法解釈に相応して、特に、第 289条の語意並

びに当該の規定間とその他の規定との意味関連から出発しなけばならない。認識プロセスは、さ

らに、経営経済的考慮、会計領域における第二者たる専門家の見解が関係づけられねばならない。

これに対して、報告義務を追う企業という主観的利害のみを志向する、正規の状況報告書作成の

諸原則 (GoL)の帰納的獲得は、そうして実現される状況報告書の作成は諸状況のもとでのその

目的に適うものでないので拒否されるべきだとされている●0ゝ

しかし、バルヴィーザーによると、ベッドゲ/フ ィシャー/パスカー トはその際、正規の状況

報告書作成の諸原則 (GoL)と 正規の簿記の諸原則 との関係について明示的に論じていないとい

う。彼らは、正規の状況報告書作成の諸原則 (GoL)を資本会社の法定代理人に主観的評価を支

配的なものとさせないためには必要とみなしている。しかし、かかる正規の状況報告書作成の諸

原則 (GoL)|ま正規の簿記の諸原則の構成部分ではないために、1965年株式法の掲げる「良心的

且つ誠実な報告責任の原則」(1965年株式法第 160条 4項)が何によって補完されるべきかを間接

的に問うことが要求されるという。1ヽ この点、ベットゲ/フ ィッシャー/パスカー トは次のよう

に述べている。「良心的且つ誠実な会計報告の原則を補完するにあたって、我々は、すべての情報

伝達の制約条件とみなされるべき正規の簿記の諸原則システムに所属する枠組原則を一部、志向

する。にもかかわらず、その際、正規の簿記の諸原則が異なる年度決算書目的、報告責任、資本

維持、文書記録を反映する一方で、状況報告書作成が情報伝達目的にのみ特徴づけられるために、

枠組原則が部分的に、形式的な内容を持たない正規の状況報告書作成の諸原則 (GoL)システム

に委ねられることになることを念頭に置かねばならない。(3幼」

バルヴィーザーは、こうして正規の状況報告書作成の諸原則 (GoL)が正規の簿記の諸原則へ

帰属しないということは、ベッドゲ自身の言う正規の簿記の諸原則の法形態非依存性のテーゼに

も適合するという。商法典第 289条が正規の簿記の諸原則の遵守を指示していないこと、正規の

状況報告書作成の諸原則 (GoL)が正規の簿記の諸原則により生ずる情報侵害 (少なくとも部分

的には)をただすものとなっていないことによっても、このプト依存′性はさらに支持されるのだと

するのである。つ。

3.正規の簿記の諸原則 と正規のコンツェルン会計報告の諸原則

商法典第 297条 2項 2文はつぎのように規定している。

「それ (コ ンツェルン決算書―佐藤)は、正規の簿記の諸原則を遵守して、コンツェルンの財産

状態、財務状態、収益状態の実質的諸関係に合致した写像を伝達しなければならない。」
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コンツェルン決算書の作成に対するこの規定に関連して、文献では、正規のコンツェルン会計

の諸原則 (GoK)の概念が使用されている。この正規のコンツェルン会計の諸原則 (GoK)と正

規の簿記の諸原則 との間にどのような関係があるのだろうか。

正規 の コンツェル ン会計 の諸原則 (GoK)は 正規 の連 結会計 の諸 原則 (Grundsatze

ordnungsma3iger Konsolidierung,以 下 GoKons)に 含まれると解釈される。ベットゲはこう述

べている。「正規の簿記の諸原則システムは、それにより、コンツェルンという経済的統一体がコ

ンツェルン決算書において考慮され、コンツェルンの実質的諸関係に合致した写像が伝達される

ところの正規の連結の諸原則 (GoKons)を含んでいない。立法者は一般条項のなかに正規の簿記

の諸原則を指示する (商法典第 297条 2項 2文)こ とをもって、正規の連結の諸原則 (GoKons)

もまた主張した。正規の簿記の諸原則、コンツェルン決算書の目的をともに充足する正規の連結

の諸原則 (GoKons)及 び一定の補完的原則が、それらが商法典第 297条 2項 2文において、正規

の簿記の諸原則の概念のなかに要約されているときでも、われわれは、まとめて正規のコンツェ

ルン会計の諸原則 (GoK)と みなすのである。●り」

バルヴィーザーの場合、かかる正規の連結の諸原則 (GoKons)が すべての法形態の親会社へ適

用されるために、それをもって正規の簿記の諸原則とみなすことも可能であるとみる。課税はコ

ンツェルン決算書とは結びつかず、所得税法の指示はすべての正規の簿記の諸原則ではなく、課

税と関連した商法上の正規の簿記の諸原則に対する指示と理解しなければならないために、所得

税法第 5条 1項 1文にとって正規の連結会計の諸原則は関わりを持たない。現実に、その見解は

EC第 7号及び 8号指令の転換に際しての政府法律草案の商法典第 297条 に対する理由書の中に

窺うことができるという(35)。

かくして、バルヴィーザーによると、正規の簿記の諸原則と正規のコンツェルン会計の諸原則

(GoK)と の関係問題は、次のような教授法的意味以上のものを有しているという●0。

a)コ ンツェルンに関しては、我々は～純粋な情報機能への作用とともに～正規の簿記の諸原

則の解釈に際してのもう一つの意味内容を要請することができる。正規の簿記の諸原則への

指示は、正規のコンツェルン会計の諸原貝J(GoK)へ の指示として、場合によってGoKの内

容との関係に対する帰結として読みとらなければならない。

b)コ ンツェルン会計法において、商人法に存在しない規定がみられるならば、そしてその規

定が正規の簿記の諸原則として分類されるならば、その規定が一見、商人に適用する規定に

みられないとしても、この規定は商人に遡及して影響を及ぼす。

ところで、商法典第 297条 2項 2文における正規の簿記の諸原則指示の重要性を際だって取 り
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上げているのがコルベ/オーデルハイデ (W.Busse von Colbe/D.Ordelheide)で ある。個別決

算書とコンツェルン決算書における貸借対照表作成方法の均衡が達成されなければならないとい

う命題をもうて、法に別段の定めがない場合 も、それは商人法の正規の簿記の諸原則、とりわけ

実現原則、不均等原則にきわめて強い意義を生み出すという。均衡原則に基づくと、現行貸借対

照表作成原則は、換算される決算書に適用されなければならない。外貨換算の場合、拡張された

低価テス トを適用しての時間関連方法が優遇され、決算日相場方法がこの実現原則と不均等原則

とは一致しないために拒絶される。正規の簿記の諸原則と一致しないことに賛同するには、それ

がコンツェルンの場合に金額と残余期間の同一性によって補償される外貨換算債権が個別評価原

則と不均等原則を債権 と債務に厳格に適用することによって与えられる擬制の損失の表示を含ん

でいることがあげられる。この論議の基礎は親企業が考慮すべきコンツェルンという擬制の法的

統一体の構想である。そのことから、正規の簿記の諸原則は原則的に個別決算書に関連し、商法

典第 297条 2項 2文におけるその指示が、正規のコンツェルン会計の諸原則 (GoK)へ の指示と

みなされなければならず、しかもそれが正規の簿記の諸原則、コンツェルン連結原則及び補完原

則を含んでいるために、表現上、正当でないとされる。つ。

従って、バルヴィーザーによると、商法典第 297条 2項 2文における正規の簿記の諸原則の指

示をどのように理解すべきかという問題は、それによって、まったく在 り来たり以上のものを示

しているという。議論の背景からは、コンツェルン決算書に対する第 297条 2項 2文の一般条項

の成文化は、「疑いなく」個別決算書に対するものよりも、より以上の意義を持つという命題が理

解される。資本維持の目的 (特に実現原則、不均等原則ならびにその背後に存在する慎重原則)

で情報を制限する年度決算書の正規の簿記の諸原則が法的にみて情報提供にのみ資するというコ

ンツェルン決算書にとって、効力を発揮しないでよいのかどうかということが問題 となっている。

従来、われわれは、ときには、資本維持目的に役立つ原則を失効することを要請してきた。例え

ば、サーブ (Serve)は コンツェルン決算書において調達価値原則、低価原則準備金において未実

現収益の同時的な組み込みを伴った時価原則によって置き換えようとした。この命題に対する留

保条件は確かに従来の文献に保持されているという。め。

もっとも進んでいるのは、バルヴィーザーによると、ニーフス (RoNiehus)だ という。ニーフ

スは、コンツェルン決算書に対する正規の簿記の諸原則の解釈にあたってパラダイム転換を要請

している。彼は、コンツェルン決算書において、その属性がなんら離反を限定しない限り、もし

くは引き続 く規定の中に特段の規定がない限り、年度決算書に対する一定の計上規定と評価規定

は「相応して適用されなければならない」とする商法典第 298条 1項を指示している。しかし、
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バルヴィーザーによれば、その帰結は、慎重性原貝Jの変形であり、それ以外にもコンツェルン貸

借対照表における商法典第 249条 2項の費用性引当金の関連づけ、長期請負工事の部分利益実現、

逆打歩の積極側計上義務、及び税務上の価値評価額の失効性であるという●0。

バルヴィーザーは、ニーフスのこうした立場に反対し、しかし、生成史からも法体系からも、

そうした年度決算書の正規の簿記の諸原則からのおおきな離脱は生じないことが条件だとみる。

要請されるパラダイム転換は、 ドイツの立法者がアングロサクソンの意味での真実かつ公正な写

像の目標を転換しようとしたのならば、結果としてそうなるだろう。しかし、それが立法者の意

図であったなどとは認識できないのだとするのである●0。

かくして、バルヴィーザーにあっては、商法典第 297条 2項 2文におけるコンツェルン決算書

に対する正規の簿記の諸原則の指示は、正規の簿記の諸原則だけでなく、正規の簿記の諸原則 と

正規のコンツェルン会計の諸原則 (GoK)と の包括的指示と理解すべきとみられる。また、正規

の簿記の諸原則と正規のコンツェルン会計の諸原則 (GoK)と の関係は論争があり、コンツェル

ン決算書がその「純粋な情報提供機能 (reine lnfOrmationsfunktiOn)」 に基づいて資本維持に資

する正規の簿記の諸原則から解き放たれても良いのか、あるいは解き放たれなければならないの

かという問題が生ずる。しかし、「純粋な情報提供機能」は立法者の意思ではなかったのであり、

さもなければ立法者はコンツェルン決算書における多くの選択権の行使を除去しようとしただろ

うというのである●1ヽ

Ⅲ 正規の簿記の諸原則の業種非依存的適用性の問題

ドイツでは、1990年の「銀行貸借対照表指令法 (Bankbilanzrichtlinie― Gesetz)」 並びに 1994年

の「保険貸借対照表指令法 (Versicherungsbilanzrichtlinie― Gesetz)」 の成立を経て、1985年商法

典の一部改正がなされた。その結果として、現行の商法典はその第二篇「商業帳簿」の第四章に

おいて、「一定業種の企業に関する補完規定」を新設するものとなった。この補完規定は第一節の

「信用機関に関する補完規定」 (第 340条～340o条)と第二節の「保険企業に関する補完規定」

(第 341条～341o条)か ら構成される。これら信用機関と保険企業という業種に関する補完規定

において正規の簿記の諸原則が果たして存在するものなのか、また、正規の簿記の諸原則はこれ

らの業種に依存して修正されて適用されるものなのか。正規の簿記の諸原則の一般的妥当性は、

業種との関わりにおいても問われる問題である。そこで以下、バルヴィーザーの論致を追いなが

ら、引き続き検討をカロえてみよう。
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1.銀行特有の正規の簿記の諸原則の問題

かつて、1965年株式法の公布の際に、銀行―正規の簿記の諸原則の独自性を確保することが試

みられた。株式法の起草者は正規の簿記の諸原則についてそれが法的且つ経営経済的に有意味(年

度決算書の目的設定、つまり大衆にできるだけ広範な情報を提供する観点)であること、一般的

に容認されることをもとめたが、他方で彼は、立法者が銀行に対して、貸借対照表正確性、明瞭

性、継続性、慎重性の原則の解釈を工企業や商企業に適用される以上の裁量の余地を与えたこと

を確認した。これらの諸原則の銀行関連的解釈によって、科学、判決、実務において当該法の枠

内で、一般的な正規の簿記の諸原則とは広範に一致しない銀行固有の貸借対照表作成の原則 (ban¨

keigene Grundsatze der Bilanzierung)が 生じた。このことは最近の連邦財政裁判所の判決によっ

ても確認しうるのであり、連邦財政裁判所は11990年 1月 24日付の判決によって、信用経済にお

ける特別の正規の簿記の諸原則の存在を是認している
“
a。

バルヴィーザーは、新銀行会計法の発効後、当初のコンメンタールにおいて、銀行依存的正規

の簿記の諸原則が否定されたが、上述の過去の見解との相違はさほど大きなものではないとみる。

コンメンタールにおいて、「それは、法典化されない正規の簿記の諸原則と同様に、法典化された

正規の簿記の諸原則も、その都度の業種特有 (こ こでは銀行特有)の特徴をみることを排除する

ものでない0」 とされるからである。

こうして、バルヴィーザーは、銀行特殊性が慎重性、個別評価、不均等、実現の正規の簿記の

諸原則に影響を及ぼしつつあるとみる。彼は、かかる問題領域に関して、次の6つのテーゼを指

摘する
“
4、 ただし、その場合、(4)のテーゼのみが銀行非依存的なテーゼとなりうるとしているに

すぎない。

(1順重性原則は、信用機関の会計に対して一般的GoBの中で、そして貸借対照表の業種の企業と

の比較においてその地位が極めて強化された。立法者は信用機関に対して秘密補償積立金の設

定を許容したが、この法的優遇措置は、慎重性原則の銀行特有の特徴とみなさなければならな

い 。

(2)市場利子水準より低い利子付きの債権では、継続性原則に矛盾が生ずるため、売却価値の低下

の指摘を伴ってのみ、価値引き下げを行うことができる。

131固定利子付き有価証券を貸借対照表の積極側に収容することによって、市場価値の利子低下の

修正を個別に評価されることはなくなる。むしろ、帳簿債権 と再調達資金との同時計上 (包括

評価)がおこなわれ、それによって評価単位が形成される。
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(4)貸借対照表作成者は、一定の前提のもとで、評価単位を形成するのか、もしくは厳格に個別評

価を採用するのかの選択権を有している。

(5)個別評価原則からの離反は、常に、債権者保護の目標を斜酌しなければならない。

“

)評価方法の変更は、標準的状態からの変化が生ずる場合、継続性命令に違反するものではない。

厳格な個別評価から包括的評価への移行は、当該取引の規模が前年度と比較して極めて大きく、

前年度において重要性のと簿井下目に引当金設定の無視されていたための損益の歪みが著しく

強まる場合には許容される。

2.保険特有の正規の簿記の諸原則の問題

一般的正規の簿記の諸原則と保険特有の正規の簿記の諸原則 (versicherungsspezifische GoB)

の関係に関して、独立した文献をみられない。しかし、バルヴィーザーによれば、多様な、保険

特有の慎重原則、個別評価原則の解釈が指摘しうるという。

例えば、1995年以降、保険企業に対して、商法典第 341条から第 341j条が適用され、信用制度

法(VAG)第 56条 3項は棚上げされたが、この信用制度法第 56条 3項 と同様に、商法典第 341e

条において、立法者は商法典第 249条 には適合しない「保険技術上の引当金 (versichermgstech‐

nische Ruckstelungen)」 なる名称の消極項目を設定することを許容した。商法典第 341e条 1項

は、「保険企業は、理性的な商人の判断に基づき必要とされる限りにおいてもまた、保険契約から

の義務の継続的履行を確保するために、保険技術上の引当金を設定しなければならない」と規定

する。また、これに対する重要な例示は、状況によっては他人資本の性格に全 く持たない、いわ

ゆる価格変動引当金(sogoSchwankungsruckstellungen)だ という。この価格変動引当金に関して

商法典第 341h条は次のように規定する。「価格変動引当金は将来年度の損害事象における価格変

動の調整に際して、とりわけ次の場合につき設定されなければならない。1。 当該保険部門におけ

る経験に基づき、補償事例に対する毎年の出費が極めて価格変動を伴うとみなされるとき、2.価

格変動がその都度分担金によって相殺されないとき、3.価格変動が反対保険により補填されない

とき。」

さらに、バルヴィーザーにあっては、個別評価原貝Jに 関連して調整によるリスク相殺という保

険保護がつくられていることも論議されるという。これによって、偶発損失引当金を設定する場

合、給付と反対給付を評価する場合、個々の取引の分離した考察を前提する事はできなくなる。

問題 となるのは、「業種特有の修正 (eine branchenspezifische Modifikation)」 である。すべての

収益の厳格な個別評価は保険補償のすべての状況に一致しないからである。「結局、偶発損失を算
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定する場合、給付と反対給付とは銀行特有に限定されることになろう。給付の価値については営

業費も算入され、保険業の反対給付の価値にはプレミアムの事前発生に基づく獲得可能な投資収

益が算入されることになろう。ここでは、信用機関の場合と同様に、GoBの銀行特有の修正が明

らかとなっている
“
→」とされるのである。

ただし、この場合、商法典は第 341e条 3項における個別評価原則の例外規定は、銀行特有の修

正とみなすべきではないという。「第 252条 1項 3号 (個別評価原則)も しくは第 240条 4項に基

づく評価が可能でないかぎり、もしくはそれと結合する費用が不均等であるかぎりには、近似法

に基づく引当金を、それが個別評価 と近似した結果を導 くときには見積もることができる。」この

規定は、適用できないことが所与の場合、考慮され得ないし、費用削減的評価は一般の会計法に

おいてもまた認められているからだとするのである●6)。

以上から、バルヴィーザーは、正規の簿記の諸原則の業種非依存的適用の問題について次のよ

うに纏めている。「正規の簿記の諸原則の業種非依存性は形式的意味においてのみ妥当する。実質

的には、商法上の正規の簿記の諸原則は銀行及び保険に対して修正していると思われる。ここで

は、慎重性原則、個別評価原則及びそれと結合する実現原則、不均等原則にとっての合意に関す

る位置づけと内容について別の見解が見いだされる。
“
つ」ただし、バルヴィーザーによれば、会

計法において正規の簿記の諸原則が一定の法形態と業種にどの程度、保持されうるのかについて

は、議論があるという。例えば、信用機関に関する会計法が外貨換算(FremdwarungstlmrechⅢ

nung)と ペンジオン取引(Pensionsgescafte現先取引)に対する詳細な規定を含んでいるが、これ

らの規定が近いうちに正規の簿記の諸原則の性格が認められることも予想されるという。資本会

社法から導出される正規の簿記の諸原則に関しては、それらの資本会社に関する規定が一般的に

妥当する正規の簿記の諸原則の具体化を示したものに過ぎないという別の可能性も存在するとい

ぅ(48)。

かかるバルヴィーザーの立言は、正規の簿記の諸原則の業種に対する形式的非依存性を支持し

つつも、実質的には正規の簿記の諸原則の業種特有の修正を肯定するものと考えられる。しかも、

バルヴィーザーにあっては、業種特有の正規の簿記の諸原則が商人一般にも適用される可能性が

みられている。そこに、解釈に依存する不確定法概念としての正規の簿記の諸原則の本来的性格

と解釈の変化を通じて業種特有の会計実務問題を広 く会計実務一般へと拡大して法の弾力的順応

を果たすという正規の簿記の諸原則の機能をうかがい知ることができるといえよう。
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むすびに

以上において、今日、ドイツにおいて有力視されている法解釈学的方法の立場から、正規の簿

記の諸原則のシステム構成とその適用能力に関する議論をフォローしてきた。既にみたように、

法解釈学的方法は、商法典の法構成に密着し、その相互の関連性の中に正規の簿記の諸原則の具

体化を図る正規の簿記の諸原則の獲得方法である。しかし、この方法によってしても、正規の簿

記の諸原則の構成と適用の範囲に関して、必ずしも、確定した解釈は存在しないのである。

もとより、そのことは正規の簿記の諸原則の不確定法概念としての性格に関わっている。さき

に触れたように、正規の簿記の諸原則は解釈を要する内容の不確定な概念であり、解釈の弾力的

運用を通じて会計実務に対する法の順応性を高めている。しかし同時に、正規の簿記の諸原則の

多義的な解釈の存在は法的不安定性を促すという、背反的属性を備えている。

確かに、現行の商法典において、この多義的解釈の解消のための正規の簿記の諸原則の具体化

(システム化)への措置が講じられたといわれている●9ヽ 表 1に示したように、正規の簿記の諸

原則は、不文の正規の簿記の諸原則の多くの一般的支持と各種の個別の正規の簿記の諸原則の法

典化をもって、法的安定性にむけて一層堅固に階層化された規範システムを構成しているかにみ

える。しかし、現行の商法典への改正の直接的契機となったEC会計関連指令の存在と指令の諸

規準のドイツ商法への転換は、正規の簿記の諸原則システムの新たな整合的解釈論理の提起を求

めている。EC指令の標榜する情報機能重視に対応する「真実且つ公正なる概観」原則、正規の

状況報告書作成の諸原則 (GoL)、 正規のコンツェルン会計の諸原則 (GoK)、 そして業種特有の

個別規範などに関して、債権者保護と企業維持を前提とする伝統的ドイツ会計規準 (正規の簿記

の諸原則)と の関連性が現在、問われている。

本稿で取り上げた諸論者があげて、現行商法典下における正規の簿記の諸原則システムの法秩

序の維持を唱えている背景もそこにある。既にみてきたように、法解釈学的方法では、とりわけ、

ドイツ商法会計法における正規の簿記の諸原則の継続的支配と正規の簿記の諸原則の形式的な法

形態非依存的適用性が説諭される。それらは、制定法主義を採るドイツにおける正規の簿記の諸

原則の一般規範としての伝統的存在とそれを基軸とした各種会計規準の安定的論理構成を措定す

る試みといってよい。

しかし、かかる正規の簿記の諸原則システムがいかなる解釈論理によって運用されるかが問題

である。この点、ベットゲ、バルヴィーザーが述べるように、正規の簿記の諸原則は変化するも
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のと捉えられている。不確定法概念への解釈の弾力的運用を通じた商法上の個別規範の正規の簿

記の諸原則への置き換えと、また、その逆も可能とされる。しかも、バルヴィーザーにみられる

ように、形式的には正規の簿記の諸原則の一般的適用性を唱えつつも、実質的には、法形態、コ

ンツェルン、業種 (信用機関・保険)に特殊な正規の簿記の諸原則の修正とその将来の一般的適

用の可能性も指摘されている。そこでは、外貨換算、ペンジオン取引 (現先取引)、 統一的評価単

位の形成、偶発損失引当金、非債務性引当金等の法形態、コンツェルン、業種に特殊な会計問題

が商人一般の会計問題へと拡大されて、現実の実務に対する法適用の道が一層広 く、開かれてい

るとみることができる。法的安定性に向けて一見堅固に再構成されたかにみえる正規の簿記の諸

原則システムは、その弾力的運用によって、実質的には、多様に進展する会計実務に対してまさ

しく「開かれた規範システム」を形成するものに他ならないのである。

(1) Thornas Gruber,Der Bilanzansatz in der BFH― Entsprechung,1991,S.32。

(2)Ebenda,S.34。 ただし、正規の簿記の諸原則の解釈の基礎となる目的に法規定が資するも

のでないかぎりにおいて、その規定は正規の簿記の諸原則外部の規範として別にみなければ

ならない。逆基準性原則の結果として商事貸借対照表においても適用されねばならない税法

上の諸規定がそれに属する。それらは本来的な会計法の目的に資するものではなく、経済政

策・社会政策もしくは純粋な租税政策に基礎を置 くものとみられている。 (ebenda,s.32)

(3)拙稿「 ドイツ会計制度と『正規の簿記の諸原則』～その法性格 と獲得方法をめぐる論点」、

『経済研究』 (静岡大学)1巻 1号、1996年。

(4)Thomas Gnlber,a.a.0。 ,S.48。

(5)(7)Adolf Moxter,Das System der handelsrechtlichen Grundsatze ordnmgsmaSiger

Bilanzierung,in:]Der Wirtschaftprufer im Schnittpunkt nationaler und internationaler

Entwicklungen,hrsgo von Gerhard Gross,1985,S.21.

(6)Thorrlas Gruber,a.a.0.,S..32.

(8) Ebenda,S.48-49.

(9)Wolfgang Ballwieser,Grundsatze ordnungsma3iger Buclttmtt und neues Bilanzre‐

cht,in:Beitrage zuln Bilanzrichtlinien― Gesetz,]Das neue Recht in Theorie und Praxis

(ZfB―Ergarlzungsheft 1/87),1987,S.5.

(10)1982年政府草案理由書によれば、正規の簿記の諸原則の適用は、法的安定性の観点から、

主要な正規の簿記の諸原則を第二篇にそれぞれ法律上規定したという。Herbert Biener/
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Wilhellll Berneke, Bilarlzrichtlinien― Gesetz, lrextgabe des BilaFIZri Chtlinien― Gesetzes

vom 19。 12. 1985,1986,S。 136

(11)Welf M● ller,Die ordnmgsma3iger BilaFIZie― g uFld ihre Kodifizierung nach neuem

Bilanzrecht,in:Einzelabschlu3und Konzernabschlu3,Beitrage zurn neuen Bilanzrecht,

Bd.1,hrsgo Winfried Melwig/Ad01f Moxter/Dieter Ordelheide,1988.

Adolf Moxter,Das System der handelsrechtlichen Gnmdsatze Ordnungsma3iger Bilan‐

zierung,a. a.0。 , 1985。

Wolfgang Ballwieser,Grundsatze ordnungsma3iger Buchfmrung llnd neues Bilanzrecht,

a.a.0。,1987.

E)ieter Schneider,Betriebswirtschaftslehre,IBd.2 1Rechnungswesen,1994.

Roland Euler,Das Systelm der Grundsatze ordnungslna3iger BilaFIZierung,1996.

Jёrg Baetge,Grurldsatze OrdnungslnaSiger Buch呻 ,DB(Beilage Nr.26。 ),1986。

Ulrich Leffson,Grundsatze ordnungsma3iger]Buchfuhrung,7.Aufl.,1987.

(12) Gtinster Bauch/Norbert Pfizer,Handels― und Steuerbilanzen,3.Aufl。 ,1986,S.51.

(13) Wolfgang Ballwieser,Grundsatze ordnungsrrla3iger Buchfmrung und neues Bilanzre‐

cht,a.a.0。,S.4.

(14) Ebenda,S.5。

(15)H Adler/W Dilring/K Schmalz,Rechnungslegung tnd Prufung der Unternehen,5.

Aufl。 ,1987,§ 243,S.6.

(16) Heinrich Weisse,Rechtfragen der Gewimung von GoB,in:BFuP,1990,S.500。

(17)Joahim Lang,Grundsatze ordnungsma3iger Buchfmnmg,in:Handwё rterbuch Шlbes‐

tirnlnter Rechtsbegriffe im Bilanzrecht des HGB,hrsgo vOn Urlich Leffson/Dieter

Ruckle/Bernhard Gr03 feld,1986,S.223-224.

(18)Jёrg Baetge,Grundsatze ordnungsma3iger Buclttung,a.a.0。 ,S.2.

(19) Wolfgang Ballwieser,Zur Frage der Rechtfo...1-,Korlzem― ,urld Branchenunabhangig‐

keit der Grundsatze ordnungsma3iger Buchfm_g,in:Rechenschaftlegung im Wandel,

hrsgo von Ger hard Fё rschle/Klaus Kaiser/Adolf Moxter,1995。 S.46.

(20)ThoFrlaS Gniber,a.a.0。 ,S.35。

(21) Heillrich Weisse, IDie GeneralnO.11l des neuen Bilanzrechts, in: Handelsrecht und

Steuerrecht,hrsgo von Brigitte Knobbe― Neuk/Franz Klein/Adolf Moxter,1988,S.31.
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(22)(23)Thomas Gruber,a.a.0。 ,S.36.

(24) Heirich Weisse, I)ie Generalnom des neuen Bilanzrechts und ihre steuerrechtliche

Bedeutung,in:Handelsbilanz und Steuerbilanz,Beitrage zunl neuen Bilanzrecht,Band 2,

hrsgo vono Winfried Mellwig/Adolf 1/1oxter/Dieter Ordelheide,1989,S.19.

(25)Thomas Gruber,a.a.0。 ,S.36-37.

(26)Jёrg Baetge/Dirk Cornmandelr,§ 264,in:Handbuch der Rechnungslerg,KoFrl‐

mentar zur Bilan zierung und Prufung,Band la,hrsgo von Karlheinz Kuting/claus― Peter

Weber,1995,S.1234.

82商法典政府草案の理由書でも、一般条項の適用領域は従来の法 との関係で変更はないとい

う。Herbert Biener/Wilherrn Berneke,a.a.0"S.136.

(27)Joahim Lang,Grundsatze ordnungsma3iger Buclttung,a.a.0。 ,S.226.

(28) Jё rg Baetge/Marcus Krllmbholz, Gmndsatze Ordnungsma3iger Lagerberichter¨

stattung,in:Handbuch der Rechnungslerg,Kommentar zlI Bilanzierung tlnd Prufung,

Band l a,a.a.0.,S.175u。 187.

(29)(30) Ebenda,S.176./J6rg Baetge/Tholmas Fischer/Dieter Paskert,Lagerbericht―

Aufstellung,Prufung urld Offenlegung,1989,S.16 ff.

(31)(33) Wolfgang Banwieser,zur Frage der Rechtforrrl― ,KorlzerFl― ,und Branchenunab‐

hangigkeit der Grundsatze ordnungsma3iger Buchm,a.a.o.,S.50。

(32) Jё rg Baetge/Thomas Fischer/Dieter Paskert,a.a.0.,S.16.

(34) Jё rg Baetge,Konzernbilanzen,1994,S.47.

(35)Wolfgang Ballwieser,Zur Frage der Rechtform―,Konzem―,und Branchenlmabhangig‐

keit der Gnmdsatze Ordnungslrla3iger Buchf― g,ao a.0。,S.54.

(36) Ebenda,S.51-52。

(37) Ebenda, S. 53.; vgl. Waltett Busse von Colbe/1)ieter ordelheide, Konzernabschlu3,

Rechnungslel罫Шtt ftir Korlzern nach betriebswirtschaftlichen G― dsatzen uns gesetzli…

chen Vorschriften,6。 Aufl.,1993.

(38) Ebenda, S. 55.; vglo Serve, E)ie Notwedigkeit der Modifikation der Grundsatze

ordnungslna3iger Buchfung in Rahnen der KollzerFreChnungsle興 ,WPg,1993.

(39)(40) Ebenda,S.56.;vgl.Rudolf Niehus,Zur Enteicklung von konzernarteignen GoB

durch Paradi3..lawechsel,in:Festschrift filr Moxter,hrsgo von Ballwieser/Bё cking/
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Durkarczk/RH Schnit,1994.

(41) Ebenda,S.65。

(42) Ebenda,S.58-59。

(43)Vgl.Jurgen Krumnow/W01fgang Sprissler/Yvette Bellavite― Hёvermaim/Michael

Kemmer/Hamelore steinbJに ker,Rechnungslettng der Kreditinstitute,Kommentar

zlml Bankbilarlzrichtlinie―Gesetz und zur RechKreV,1994,§ 340e HGB.

(44) Wolfgang Ballwieser,Zur Frage der Rechtforrn一 ,Konzerrl― ,und Branchenunabhangig‐

keit der Grundsatze ordnungsma3iger Buchfuhrung,a.a.0。 ,S.59-61.

(45)(46) Ebenda,S.64.

(47) Ebenda,S.65.

(48) Ebenda,S.65-66.

(49)ケ ーネンベルヒ (A.Go Coenenberg)|ま 次のように述べている。「商法の歴史的発展の中

で一部はすべての商人に対し、一部は一定の企業に対して、正規の簿記の諸原則の法典化が

多 くなった。確かに、正規の簿記の諸原則は法的に固定しなくともなお、拘束的な法規範で

ある。しかし、立法者は法典化によってその妥当性と重要性を明確にしようとした。EC第

4号指令によって、 ドイツの立法者は資本会社に対する一般的評価原則を法に組み入れるこ

とを義務づけられた。これら原則はすべて既にドイツ商事会計法の正規の簿記の諸原則で

あつたので、立法者は資本会社に適用される部分だけでなく、すべての商人に適用される商

法典第二篇 1章にそれらを収容した。それ以外に、指令を転換するにあたって、既存のしか

し法典化されていない規準を法律上明示し、そして、部分的には株式法の諸規準をすべての

商人に対する商法典第二篇 1章の中に受容することによって拘束的に規定した。このすべて

の商人に対して適用される諸原則を商法典の領域に法的に固定化したことは、一体、正規の

簿記の諸原則が法形態特有のものなのか、任意の法形態をとるすべての企業に妥当性をもつ

ものなのかに関して、長年行われてきた議論を無用のものにした。立法者は正規の簿記の諸

原則をすべての商人に法的に固定化することによって、その法形態非依存性を前提とした支

配的見解を繋ぎ止めたのである。」(Adolfo Go Coenenberg,JahresabschluB und Jahresabsch_

lu3 analyse,Betriebswirtschaftliche,handels― und steuerrechtliche Grundlagen,12.Aufl.,

1991,S.38-39。 )

なお、正規の簿記の諸原則の法典化の意義については、拙著『現代会計の構図』森山書店、

1993年の第 3章 も参照。
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